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英
吉
利
法
律
学
校
の
入
学
か
ら
卒
業
ま
で

　

試
験
前
に
傾
向
と
対
策
を
練
っ
て
種
々
準
備
す
る
の
は
、
今
も

昔
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
の
よ
う
に
コ
ピ
ー
機

の
な
い
時
代
は
、
友
人
か
ら
ノ
ー
ト
を
借
り
て
筆
か
ペ
ン
で
せ
っ

せ
と
写
す
し
か
な
く
、
た
い
へ
ん
苦
労
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
試
験
範
囲
を
尋
ね
る
に
も
、
電
話
や
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
が

普
及
し
て
い
な
い
頃
は
、
も
っ
ぱ
ら
会
う
か
手
紙
に
頼
る
ば
か
り

で
あ
っ
た
。

　

本
学
草
創
期
の
学
生
た
ち
の
試
験
準
備
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ

る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
東
京
法
学
院
英
語
法
学
科
二
年
級

に
在
学
し
て
い
た
桜
井
徳
三
が
、
同
級
生
の
木
戸
梅
蔵
に
送
っ
た

一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
七
月
五
日
付
葉
書
で
、
七
日
の
訴

訟
法
の
試
験
範
囲
は
何
頁
ま
で
か
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
二
人

は
、
こ
の
試
験
に
無
事
合
格
し
た
も
の
ら
し
く
、
翌
九
一
年
七
月

卒
業
し
、
さ
ら
に
判
事
検
事
登
用
試
験
に
も
及
第
し
て
、
検
事
に

任
官
し
て
い
る
。

　

で
は
、
彼
ら
が
苦
労
し
た
本
学
草
創
期
の
試
験
制
度
は
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

八
五
年
の
英
吉
利
法
律
学
校
設
置
時
の
規
則
を
み
る
と
、
単
に

学
年
末
に
一
度
だ
け
試
験
を
行
い
平
均
点
六
〇
点
以
上
で
及
第
す

る
と
い
う
単
純
明
快
な
制
度
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
年
後
の

八
七
年
三
月
改
正
の
規
則
で
は
計
一
三
条
に
わ
た
り
細
か
な
規
定

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
試
験
は
「
学
期
試
験
」（
年
二
回
以
上
）
と
「
学

年
試
験
」（
学
年
末
）
と
の
二
種
に
大
別
さ
れ
、
試
験
の
結
果
か

ら
個
人
の
一
年
間
の
総
合
評
価
を
出
す
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う

な
複
雑
な
計
算
が
求
め
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
一
科
目
に
つ
き
学
期
試
験
の
合
計
点
数
を
回
数
で
割
り

平
均
を
出
す
と
、
こ
れ
が
個
人
の
一
科
目
の
「
学
期
点
数
」
と
な

る
（
1
）。
そ
し
て
受
験
し
た
科
目
す
べ
て
の
学
期
点
数
を
合
計

し
、
そ
れ
を
受
験
科
目
数
で
割
り
出
し
た
点
が
個
人
の
「
学
期
平

均
点
」
と
い
う
（
2
）。

　

次
に
、
学
年
末
試
験
の
一
科
目
の
点
数
を
「
学
年
試
験
点
数
」

0 4 4

草
創
期
の
学
年
試
験
制
度

と
す
る
（
3
）。

　

さ
ら
に
（
1
）
と
（
2
）
を
二
対
一
の
率
で
換
算
し
て
出
し
た

点
が
一
科
目
の
「
学
年
点
数
」
と
な
る
（
4
）。
受
験
し
た
全
科

目
の
学
年
点
数
を
平
均
し
た
も
の
を
「
学
年
平
均
点
数
」
と
い
う

（
5
）。

　

合
格
に
要
す
る
点
数
は
（
1
）
か
ら
（
5
）
に
共
通
で
六
〇

点
で
あ
る

が
、（
2
）

と
（
5
）

が
合
格
点
に

達
し
な
い
場

合
は
即
落

第
と
し
、

（
1
）、（
3
）、

（
4
）
の
い

ず
れ
か
に
不

合
格
が
あ
る

場
合
の
及

第
、
落
第

の
判
定
は

（
3
）
と
（
5
）
の
組
み
合
わ
せ
と
、
点
数
、
科
目
数
の
関
係
に

よ
り
決
定
す
る
。

　

た
と
え
ば
、（
5
）
が
合
格
し
て
い
て
も
（
3
）
に
一
科
目
の

不
合
格
が
あ
る
場
合
、
そ
の
科
目
が
五
〇
点
以
上
で
、
か
つ
、
そ

の
科
目
の
（
1
）
が
合
格
し
て
い
れ
ば
及
第
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
計
算
を
文
章
に
す
る
の
も
た
い
へ
ん
だ

が
、
当
時
採
点
し
た
教
職
員
の
方
も
た
い
へ
ん
な
労
力
を
要
し
た

に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
点
数
は
、
学
年
の
終
わ
り
に
明

細
表
に
し
て
印
刷
さ
れ
、
保
証
人
の
元
に
送
ら
れ
る
と
も
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
試
験
制
度
は
、
受
け
る
学
生
に
と
っ
て
も
、
監
督
す
る
事

務
担
当
者
に
と
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
不
評
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
同
年
八
月
に
再
度
学
則
は
改
正
さ
れ
、
こ
の
繁
雑
な

試
験
制
度
と
及
第
基
準
は
一
定
度
簡
略
化
さ
れ
る
が
、
大
正
か
ら

昭
和
に
か
け
て
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。
な
お
、
本
学
で
甲
乙
丙
の

三
段
階
評
価
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
度
か

ら
で
あ
る
。
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